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様式第７号（第18第２項） 

 

業 務 等 質 問（回 答）書 

提出日：令和８年６月５日 

発 注 機 関 名 長野県産業労働部産業技 

術課 

公  告  日 令和８年６月３日 

業 務 名 

業 務 箇 所 名 

令和８年度伝統的工芸品産業稼ぐ力向上事業委託業務 

質 問 内 容 ・令和7年度委託事業の成果物である企画書について、本プロポーザル参 

加者が提案検討のために内容を確認することは可能でしょうか。可能な 

場合、提供方法と時期をご教示ください。 

・企画書に含まれる新商品企画の件数、および対象となっている産地・ 

品目・事業者について、差し支えない範囲でご教示いただけますでしょ 

うか。 

・委託料の範囲内であれば企画書によらない新商品の開発も可能とあり 

ますが、企画提案段階で企画書によらない独自の商品開発案を提示する 

ことは可能でしょうか。その場合、評価上の取り扱いに違いはあります 

でしょうか。 

・3商品以上を完成させるの「完成」とは、どの水準を指しますでしょう 

か（試作品の完成か、販売・量産が可能な状態か、テストマーケティン 

グに供することができる水準か）。 

・長野県中小企業団体中央会との連携について、想定される具体的な役 

割分担や、中央会の産地伴走支援員との協働・産地事業者への接続の進 

め方をご教示ください。 
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回答日：８年６月10日 

回 答 ・令和７年度委託事業の成果物である企画書（以下、企画書）の確認は可

能です。提供方法は長野県ホームページへ掲載することとし、掲載時期は

６月10日からとします。 

 

・企画書に含まれる新商品企画件数等については以下の通りです。 

〇件 数：３件 

〇産 地：塩尻市、飯山市、南木曽町 

〇品 目：木曽漆器、内山紙、南木曽ろくろ細工 

 〇事業者：木曽漆器工業協同組合、内山紙協同組合、 

南木曽ろくろ細工工芸協同組合 

 

・企画提案段階で企画書によらない独自の商品開発案を提示することは可

能です。また、評価については評価基準に基づき、ご提示いただいた商品

開発案を含む企画書について行います。 

 

・「完成」の水準については、テストマーケティングを踏まえ、ブラッシ

ュアップを図った水準のことを指します。 

 

・長野県中小企業団体中央会（以下、中央会）との連携について、以下の

通り想定しております。 

（具体的な役割分担） 

各産地との関係性が構築できている中央会は、主に受託業者の産地訪問や

打合せを行う際の調整協力を行います。 

 

（中央会産地伴走支援員との協働・産地事業者への接続の進め方） 

中央会産地伴走支援員と共に各産地へ訪問し、産地事業者との円滑な関係

性構築を図ります。また、産地事業者への接続については、受託者との関

係性が構築されるまでは、中央会産地伴走支援員を通して訪問等を行うこ

とを想定しております。 

 

 

 


